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（１）上越市公共施設等総合管理計画に基づく取組の対応（案）について        

…資料№1 

 

 

 

４ 協議事項 

 

（１）大潟区の「地域の魅力の向上」及び「まちづくり」について …資料№2 

 

 

 

 

 

５ その他 

 

・令和 8年度大潟区に係る主要事業について 

 

・次回地域協議会開催予定日          5月 21日（木） 午後 7時 00分  

 

 

６ 閉会 

 

 



上越市公共施設等総合管理計画に
基づく取組の対応（案）

１ 公の施設の適正配置について
２ 公の施設の適正管理について
３ 公の施設の受益者負担の適正化について

資料№１

令和８年４月１６日
財務部 資産活用課



Ⅰ 上越市公共施設等総合管理計画に基づくこれまでの取組

上越市では、平成27年度に策定した「上越市公共施設等総合管理計画（それ以前は行政
改革推進計画等）」に基づく取組として、次の取組を継続的に実施

１ 公の施設の適正配置

➢ 合併前の市町村では、小中学校や行政庁舎などの基礎的サービスを提供する施設、生活の質を
向上させる文化・スポーツ施設、地域活性化のための観光・農林水産業施設などをフルセット
で整備

➢ 市町村合併以後、施設の老朽化、利用者数の減少、市民ニーズの変化などを踏まえ、定期的に
機能集約による施設の統合や設置目的を達成した施設を休廃止

➢ 市町村合併時に約1,000あった施設数は、令和7年4月時点で612施設まで減少したが、老朽化や
利用者の減少が進む中で、機能集約が進んでおらず未だ多い状況

２ 公の施設の適正管理

➢ 集会施設やスポーツ施設などの開館・閉館時間は、市町村合併時に、原則として合併前上越市
の施設を基に統一

➢ 以後、施設の利用状況等を踏まえ、随時、開館・閉館時間、休館日、管理手法（職員常駐、指
定管理者制度の導入）などを見直してきたが、統一的な見直しは進んでいない状況

３ 受益者負担の適正化

➢ 施設の使用料等は合併後3年以内に調整、減免基準は合併前上越市に統一
➢ 以後、適正な受益者負担になるよう、定期的に見直しを実施しており、今回の見直しはその一

環（前回の見直しは令和２年度）
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Ⅱ 公の施設に関する現状、問題、対応方針

現状 問題等

類似施設を
多数保有

施設利用の分散
⇒ 施設稼働率の低下
⇒ 維持管理経費の増加

施設の建設
から年数が
経過

施設・設備の老朽化、施設機能の陳腐化
⇒ 投資修繕・維持管理経費の増加
⇒ 利用者数の減少、使用料等の減少

人口の減少、
趣味の多様
化

利用者数の減少
⇒ 施設稼働率の低下
⇒ 使用料等の減少

物価高騰、
労務費上昇

投資修繕・維持管理経費の増加

市財政状況
の悪化

一般財源の減少
⇒ 全ての施設を維持するのは困難

受益者負担
の不均衡

維持管理経費に対する受益者負担割合の低下
⇒ 施設未利用の市民を含む税負担の増

減免適用の拡充による利用者間負担の不均衡
⇒ 減免利用と非減免利用の差の拡大

施設面での
まちづくり
の不透明

残す施設（機能）ではなく、廃止する施設を検討
将来的に存続する施設（機能）が不明確
適正配置等の取組に対する市民感情への配慮

働き方改革
の推進

施設管理従事者への配慮
⇒ 週休１日以下の施設も多数ある

対応方針

【公の施設の適正配置】
・基礎的サービス施設（集会施

設やスポーツ施設等）
…施設機能の集約、休廃止

・政策的サービス施設（温浴・
宿泊施設、観光施設や農業体
験施設等の地域振興施設等）
…設置効果が低下している施
設等を休廃止

※将来的に必要な施設は存続す
るまちづくりの観点での取組
（地域振興・コミュニティの
維持に留意）

【公の施設の適正管理】
・開館時間や休館日の見直し
・管理人常駐の見直し

【公の施設の受益者負担の適
正化】
・使用料等の見直し
・減免基準の見直し
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Ⅲ 公共施設等総合管理計画に基づく取組

人口減少など社会経済情勢が変化する中にあって、本市では類似施設を多数保有してい
るほか、類似のサービスを提供する民間施設の進出等により、当初の目的と異なる利用実
態となっている施設や、有効な利活用に至っていない施設を抱えており、また、その対応
策が十分に図られていないことから、「将来負担の軽減」を念頭に、次の視点を持って取
り組むこととする。

➢ 市民ニーズ（利用動向・利用実態）を踏まえつつ、施設（建物）の性能だけではなく、施設
の本来目的・サービス・機能に着目し、人口や財政規模などを考慮した最適な量と質の確保
の観点から、将来の施設面でのまちづくり（施設配置の在り方）を見据えた適正配置を行う。

【公の施設の適正配置】

➢ 老朽化等により施設の機能維持が困難になった場合や地域社会の状況変化によって施設の必
要性が著しく低下した場合は、その時点で関係者と協議し、改めて施設の方向性を検討する。

【公の施設の適正配置】

➢ 存続させる施設については、利用実態にあわせた開館時間や休館日の設定、施設職員の常駐
の必要性を検討し、サービスの低下を最小限に抑えた上で、最大限の効率的な管理運営を行

う。【公の施設の適正管理】

➢ 施設の運営及び管理に係る費用は、施設利用者の使用料等で一部が賄われているが、その大
半は施設を利用しない人を含む市民全体の税により負担されていることから、受益と負担の
公平性や公正性を確保し、市民から理解が得られる合理的な使用料等の設定を行う。

【公の施設の受益者負担の適正化】
3
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【公共施設等総合管理計画に基づく取組の対応（案）】

１ 公の施設の適正配置

使い続ける施設や機能を検討。残すべき機能でも可能な限り使い続ける施設に集約。
使い続けない施設は休廃止や民間の利活用を検討。総合管理計画に基づく取組により、
使い続ける施設の長寿命化等に要する費用を捻出

⑴ 令和８年度

前期計画（令和３年度～７年度）で取組が遅延の施設の休廃止を検討

⑵ 後期計画（令和９年度～12年度）

政策的サービス施設を中心に、基礎的サービス施設であっても当初の設置目的と異なる
施設や有効な利活用に至っていない施設のほか、市民にとって必需性が相対的に低く、財
政寄与度が大きい施設（現在及び将来的に経費負担が大きい施設、費用対効果が低い施設、
市街化区域内にあり民間利活用が可能な施設など）を抽出し、休廃止等を検討

⑶ 次期適正配置計画（令和13年度以降）

将来（20年後）を見据えた基礎的サービス施設の抜本的な機能集約
検討に当たっては、令和９年度以降に地域の皆さんと複数年かけ、十分な協議を行い、

各地域の将来を見据えて使い続ける施設や機能集約を検討
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「第4次上越市公の施設の適正配置計画（令和3年度～令和12年度）」における配置
バランスの（圏域別の配置を検討）のイメージ

施設の適正配置を検討するに当たっては、施設の用途や機能、利用圏域（施設の利用者の居
住地域）等を踏まえ、該当するカテゴリーの各施設を「広域拠点施設」、「市域拠点施設」、
「地域圏拠点施設」、「生活圏拠点施設」、「コミュニティ圏拠点施設」に区分します。
また、それぞれの区分において、各カテゴリーにおける施設の配置バランスの検討を行いま

す。
「地域圏拠点施設」及び「生活圏拠点施設」については、地域のまとまりや居住状況のほか、

カテゴリーごとの施設の配置状況等を踏まえ地域区分を設定します。

【公共施設等総合管理計画に基づく取組の対応（案）】



【公共施設等総合管理計画に基づく取組の対応（案）】

２ 公の施設の適正管理

利用実態（需要）にあわせた施設の開館時間や休館日、管理手法の見直し（サービス水
準の低下の回避や管理運営に従事する施設職員等の時間外労働の上限規制や年次有給休暇
の取得などの働き方改革を考慮）

➢ 施設の開館時間は９時～21時を基本とする。屋外施設は日の出から日没までを基本とする。
➢ 休館日は週休２日、最低でも週休１日を基本とする（近隣の施設と休館日の設定をずらし、

一定のエリアで利用可能な施設があるように配慮）。
➢ 平日昼間や夜間などの稼働率が低い時間帯や、冬期間等の閑散期は、休館を検討する。
➢ 施設職員等の常駐の必要性を検証し、予約制や鍵管理の導入により非常駐化を検討する。

３ 公の施設の受益者負担の適正化

⑴ 使用料等の見直し（医療費や保育料等、法令で定められているもの等は除く。）

「公の施設使用料等の算定に係る基本方針」に基づく定期的な使用料等の見直し（激
変緩和は原則1.5倍以内、貸館施設やスポーツ施設などの基礎的サービス施設は、利用
者の負担増に配慮し1.1～1.2倍）

➢ 市内の同種同様の機能を有する施設で価格差が大きい場合は、平準化も検討する。
➢ ただし、前項の市内施設の平準化や他市町村の類似施設の使用料との価格差が大きい場合

などは、これを超える改定額の設定も検討する。

⑵ 減免基準の見直し

適正配置、適正管理、使用料等の見直しを踏まえ、関係者(減免対象者)と協議を開始
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Ⅳ 三つの取組（令和9年度開始）のスケジュール（案）

7

適正配置 適正管理 使用料

令和
7年度

R8.2 市議会所管事務調査で各取組の基本的な考え方を説明

R8.3～ 地域協議会や利用者向けに基本的な考え方を説明

令和
8年度

R8.4～ 関係者と協議

R8.7～ 地域協議会へ諮問答申 地域協議会へ報告

R8.9～ 地域協議会へ説明 条例改正議案を提案 条例改正議案を提案

R8.10～ 利用者への周知 利用者への周知

R8.12～
市議会所管事務調査で
計画案を報告
パブリックコメント

R9.2
市議会所管事務調査で
後期計画を説明

令和
9年度

R9.4 後期計画の取組実施 適正管理の取組実施 使用料等の見直し



新潟県上越市

（財務部資産活用課）

公の施設白書
（令和6年度実績・大潟区抜粋版※）

※全体版は市ホームページでご確認ください



１ はじめに（公の施設白書の公表の目的）

当市では、人口減少や経済の停滞など社会情勢が大きく変化し、公の施設に求
められる市民のニーズも多様化していることから、公の施設の利用者は直近10年
で29％減少し、使用料収入は13％減少しています。一方では、施設の老朽化によ
る修繕の多発や物価高騰等により、維持管理経費は直近10年で18％増加していま
す。
また、全国的な社会問題として、昭和50年代以降に開設された施設の老朽化が

進み、今後、一斉に大規模な修繕や更新を迎える中、多くの施設を維持していく
ことは極めて困難な状況であり、当市も例外ではありません。

このため、将来的にも市民の皆さんが真に必要とする施設や機能を安定的・継
続的に提供するためには、施設の機能集約や休廃止は避けられない状況であり、
次世代の負担の軽減を考慮すると、一刻も早く検討を進める必要があります。

本施設白書は、当市の公の施設に関する理解を深め、建設的な議論を進めてい
くために、その基礎資料となる施設の現状を取りまとめ、公表するものです。
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２ 公の施設の現状（全体）

【公共施設等を取り巻く現状と課題 … 利用実態】

※R6年度時点で存在する公の施設のうち、H27年度以降に新設した施設等を除く588施設を基に比較 2

➢ 人口減少等に伴い、施設の利用者数は約28.7％減少している（この間の当市の人口は、H27年1月末
200,032人⇒R7年1月末180,207人と約10％減少）。

➢ 利用者数の減少等に伴い、使用料収入も約5.0億円減と大幅に減少している。
【参考①】R6年度の使用料＋利用料金…4,367,208千円（H26年度比▲830,942千円（▲16.0％））
【参考②】R6年度の受益者負担割合（近似値）…34.4％（H26年度比▲14.4ポイント）

➢ 物価高騰や労務費の上昇等により、修繕料及び工事請負費を除く維持管理経費は約19億円増と約
18.0％増額している。

➢ 公費投入額が約4.7億円減と大幅に減少しているが、これは、大規模改修等に係る有利な起債等（公共
施設等適正管理推進事業債）の創設等が要因と考えられる。

H26年度 R6年度 増減

①利用者数（人） 6,238,217 4,445,144 ▲1,793,073
（▲28.7％）

②収入（千円） 4,935,791 6,350,865 1,415,074 

③②のうち使用料（千円） 3,775,084 3,271,368 ▲503,716 
（▲13.3％）

④支出（千円） 13,913,383 14,861,395 948,012 

⑤④のうち修繕料・工事請負費
を除く維持管理経費

10,650,474 12,565,569 1,915,095 
（18.0％増）

⑥公費投入額（千円）【④－②】 8,977,592 8,510,530 ▲469,769 
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１ 施設毎の状況（令和7年4月1日現在）

№ 施設名 施設カテ
ゴリー 構造 経過年数

/耐用年数
延床面積

(㎡)
利用者数
（人）

公費負担額
（千円）

利用者1人
当たり経費
（円）

管理
形態

取組
方向

1  上越市立大潟町小学校 小学校 コンクリ 60/47 10,420.00 384 33,183 86,414 直営 別の計画等

2 上越市立大潟町中学校 中学校 コンクリ 42/47 7,708.00 182 31,144 171,121 直営 別の計画等

3 大潟児童館 児童館 コンクリ 19/47 962.00 0 0 - - 休止中

4 はまっこ保育園 保育園 コンクリ 19/47 1,871.37 140 88,690 633,500 直営 別の計画等

5 まつかぜ保育園 保育園 コンクリ 26/47 1,479.03 89 73,059 820,888 直営 別の計画等

6 大潟老人福祉センター
高齢者交流
施設

鉄骨 41/34 652.04 4,379 1,158 264 
直営（業
務委託）

現状維持

7 大潟コミュニティスポーツハウス
屋内ゲート
ボール場

コンクリ 28/47 1,060.79 1,138 682 599 
直営（業
務委託）

現状維持

8 大潟保健センター 保健センター コンクリ 23/50 908.97 4,712 3,936 835 直営 現状維持

9 大潟体育センター 体育館 鉄骨 46/40 1,740.25 8,576 7,197 839 
直営（業
務委託）

現状維持

10 上越市大潟運動広場
多目的広場・
グラウンド

コンクリ 44/- 26.66 2,208 791 358 
直営（業
務委託）

現状維持

11 大潟体操アリーナ
スポーツ施設
（その他）

鉄骨 17/34 1,571.00 4,714 12,192 2,586 
直営（業
務委託）

現状維持

12 上越体操場
スポーツ施設
（その他）

鉄骨 5/34 3,812.00 48,090 37,360 777 
直営（業
務委託）

現状維持

３ 公の施設の現状
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№ 施設名 施設カテ
ゴリー 構造 経過年数

/耐用年数
延床面積
(㎡)

利用者数
（人）

公費負担額
（千円）

利用者1人
当たり経費
（円）

管理
形態

取組
方向

13  
大潟健康スポーツプラザ鵜の浜
人魚館

日帰り温浴施
設

鉄骨 27/33 3,138.00 80,350 52,847 658 
指定管
理

引き続き協議

14 大潟漁港 漁港 コンクリ 42/- 0.00 - 195 -
直営（業
務委託）

別の計画等

15 大潟地区公民館 公民館 コンクリ 48/60 1,189.92 4,847 4,443 917 直営 現状維持

16 大潟コミュニティプラザ
コミュニテイプ
ラザ

コンクリ 23/50 4,263.78 29,693 21,012 708 
直営（業
務委託）

現状維持

17 双葉児童遊園 児童遊園 コンクリ 52/- 3.10 - 75 - 直営 別の計画等

18 潟端児童遊園 児童遊園 - 49/- 0.00 - 50 - 直営 別の計画等

19 潟田児童遊園 児童遊園 - 44/- 0.00 - 45 - 直営 別の計画等

20 山鵜島児童遊園 児童遊園 - 43/- 0.00 - 98 - 直営 別の計画等

21 米倉児童遊園 児童遊園 コンクリ 43/- 5.40 - 215 - 直営 別の計画等

22 サン・シー児童遊園 児童遊園 木造 36/- 3.10 - 140 - 直営 別の計画等

23 大潟犀潟駅前駐輪駐車場 無料駐車場 木造 45/5 116.64 0 1,070 - 直営 別の計画等

24 高速道潟町バス停駐車場 無料駐車場 - 40/- 0.00 - 0 - 直営 別の計画等



5

№ 施設名 施設カテ
ゴリー 構造 経過年数

/耐用年数
延床面積
(㎡)

利用者数
（人）

公費負担額
（千円）

利用者1人
当たり経費
（円）

管理
形態

取組
方向

25  大潟霊園 霊園 コンクリ 31/- 21.27 2,258 -583 -258 直営 別の計画等

小計 191,760 368,999 1,924 



6

２ 位置図



１ 施設毎の状況

➢ 「施設カテゴリー」は、主に第4次上越市公の施設の適正配置計画に掲げる施設カテゴリーを使用
➢ 「構造」は、コンクリ・鉄骨・木造・－を表記
• コンクリ：鉄筋コンクリート造（RC造）、鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）、補強コンクリートブロック造（CB

造）。一部鉄骨造りを含む。
• 鉄骨：鉄骨造（S造）
• 「－」：屋外ゲートボール場や野球場・ソフトボール場等、主な用途を備える建物がない施設
➢ 「経過年数」は、令和7年4月1日現在の施設の経過年数
➢ 「耐用年数」は、主な建物（構造物）の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」による耐用年数。屋外ゲー

トボール場や多目的広場・グラウンド等、主な用途を備える建物がない施設は「－」と表記。
➢ 「利用者数」は、令和6年度の利用者数
• 農村公園や休止施設等、施設の性質上、利用者数を把握できない施設は「－」
• 特定の人が通園、通学する施設は、令和7年5月1日現在の園児、児童、生徒数
• 公営住宅や生活支援ハウス等、特定の人が居住する施設は、令和7年5月1日現在の居住者数
• 霊園は、利用区画数
• 斎場は、利用件数（火葬炉利用件数、動物含む）

7

基本情報に関する凡例①

№ 施設名 施設カテ
ゴリー 構造 経過年数

/耐用年数
延床面積
(㎡)

利用者数
（人）

公費負担額
（千円）

利用者1人
当たり経費
（円）

管理
形態

取組
方向

1  ●●●● ●● ●● ●/● 123,456.78 123,456 123,456 123,456 ●● ●●



8

基本情報に関する凡例②

➢ 「公費負担額」は、令和6年度の支出額（投資修繕等に係る経費を除いた維持管理経費）から収入額（投資修繕等
に係る国庫補助金等を除いた額）を差し引いた額

➢ 「利用者1人当たり経費」は、令和6年度の公費負担額を利用者数で除した額
➢ 「管理形態」は、直営・直営（業務委託）・指定管理の別を表記
➢ 「取組方向」は、第4次上越市公の施設の適正配置計画（計画期間はR3年度～R12年度）で位置付ける施設の取組

方向を次のとおり表記。また、「取組方向」において、適正配置計画の対象ではない小中学校や保育園等の施設
は「別の計画等」と表記。

• 現状維持：適正な維持管理を行い、活用すること
• 廃止：施設の設置条例を廃止すること（公の施設ではなくなること）
• 休止：施設（機能）の使用を一定の期間止めること
• 貸付又は譲渡：施設を特定の利用者に貸し付けるか、所有権を民間又は地域等へ有償又は無償により譲り渡すこ

と
• 用途変更：施設の設置目的を他の目的に変更すること
• 後期に適正配置：計画後期（当初はR8年度～R12年度でしたが、R9年度～R12年度に変更しました）に適正配置を

実施すること
• 引き続き協議：取組の方向性を地域住民等と引き続き協議し方向性を決定すること

２ 位置図
➢ 位置図上の番号は、「１ 施設毎の状況」の表中の№の施設を表記している。
➢ 建物がない公園施設は、位置図を省略している。

№ 施設名 施設カテ
ゴリー 構造 経過年数

/耐用年数
延床面積
(㎡)

利用者数
（人）

公費負担額
（千円）

利用者1人
当たり経費
（円）

管理
形態

取組
方向

1  ●●●● ●● ●● ●/● 123,456.78 123,456 123,456 123,456 ●● ●●



【参考資料】
※上越市公共施設等総合管理計画の主な内容



1

１ 公共施設等を取り巻く現状と課題 … 人口減少

➢ 人口減少や、少子化・高齢化による年齢構成の変化に伴い、市民ニーズの量と質の変化が見込ま
れる中、本市が所有する各種の施設について、改めて公共関与の必要性や妥当性を精査し、民間
等による機能の代替可能性等を検討する一方、行政需要への的確な対応に向け、施設が有する機
能等をいかに最適化していくかが課題

出所：上越市公共施設等総合管理計画（R6年3月改訂）
出所：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将
来推計人口（平成30年3月推計）」から作成



２ 公共施設等を取り巻く現状と課題 … 機能重複

2

➢ 合併前の段階において、各自治体がフルセットによる施設整備を進めてきたこともあり、類似施
設がいくつも存在する一方、施設の種別によっては、配置に偏りがあるなど不均衡な状況

➢ 市内各地域の人口動態が異なる中、施設の目的と利用圏域（施設を使用する利用者のエリア）の
視点からの整理とともに、地域バランスを考慮した配置をいかに進めていくかが課題

R7.4.1
時点
（A）

H27.4.1
時点
（B）

増減
（A）-（B）

R7.4.1
時点
（A）

H27.4.1
時点
（B）

増減
（A）-（B）

小学校 44 52 ▲ 8 食料等販売施設 1 1 0
中学校 20 22 ▲ 2 産業振興施設 2 2 0
幼稚園 1 1 0 産業関連施設（その他） 2 3 ▲ 1
給食センター 3 4 ▲ 1 公営住宅 市営住宅 48 50 ▲ 2
保育園 35 45 ▲ 10 中規模公園 6 11 ▲ 5
児童館 5 6 ▲ 1 農村公園 77 78 ▲ 1
地域福祉拠点施設 2 3 ▲ 1 児童遊園 73 76 ▲ 3
養護老人ホーム、軽費老人ホーム等 3 3 0 基幹的総合施設 6 5 1
在宅複合型支援施設 1 1 0 学習施設 7 11 ▲ 4
高齢者共同住宅、生活支援ハウス 5 6 ▲ 1 生涯学習センター 10 12 ▲ 2
高齢者交流施設 3 7 ▲ 4 公民館 40 78 ▲ 38
屋外ゲートボール場 4 9 ▲ 5 地区集会施設 16 23 ▲ 7
屋内ゲートボール場 8 9 ▲ 1 コミュニティプラザ 13 13 0
母子生活支援施設 0 1 ▲ 1 貸館・交流施設 18 19 ▲ 1
児童養護施設 1 1 0 図書館 4 15 ▲ 11
保健センター 9 11 ▲ 2 博物館・文化歴史関係施設 16 16 0
医療機関 10 10 0 供給処理施設 廃棄物処理施設 2 3 ▲ 1
体育館 19 21 ▲ 2 無料駐車場 13 14 ▲ 1
野球場・ソフトボール場 8 12 ▲ 4 有料駐車場 6 7 ▲ 1
多目的広場・グラウンド 12 13 ▲ 1 斎場 2 2 0
テニスコート 7 13 ▲ 6 霊園 4 4 0
プール 3 4 ▲ 1 行政庁舎 4 4 0
スポーツ施設（その他） 4 4 0 612 762 ▲ 150
日帰り温浴施設 5 9 ▲ 4
宿泊温浴施設 6 8 ▲ 2
交流宿泊施設 5 6 ▲ 1
観光施設 6 9 ▲ 3
飲食施設 2 3 ▲ 1
農林水産業振興施設 3 7 ▲ 4
キャンプ場 2 5 ▲ 3
市民の森 2 6 ▲ 4
観光・レク施設（その他） 4 4 0

公園施設

市民文化系施設

社会教育系施設

※上記施設数は、条例で定められた公の施設及び市役所等の行政庁舎
数。行政庁舎は、市役所、公の施設となるコミュニティプラザに併設
されていない安塚・牧・名立区総合事務所をいう。

合　計

その他
スポーツ施設

観光・レクリ
エーション施設

施設カテゴリー

施設数

学校教育系施設
産業系施設

児童福祉施設等

保健・福祉・医
療施設

用　途 施設カテゴリー

施設数

用　途



３ 公共施設等を取り巻く現状と課題 … 老朽化、費用等

3

➢ 築30年を経過している公の施設が
約6割を占めており、今後、施設の
躯体を始め設備の老朽化への対応
が必要

➢ また、利用者の安全安心の確保に
向け、耐震化への継続的な対応が
必要なことに加え、施設のバリア
フリー化や省エネへの対応などの
ほか、エネルギー価格高騰等を踏
まえ時代のニーズに即した施設の
改修への対応が必要

➢ 今後、増大が懸念される施設更新
費用や維持管理費用の低減化、平
準化をいかに図っていくかが課題

出所：上越市公共施設等総合管理計画（R6年3月改訂）



No 質問 回答（交通政策課）

1

予約型コミュニティバスと住民互助輸
送の違いはあるか。

・予約型コミュニティバスは路線バス等の「運行見直し」により導入しているも
のです。一方、住民互助輸送（法的根拠は「自家用有償旅客運送（交通空白地有
償運送）」といいます）は、路線バス等の「廃止」後の代替手段として、住民組
織が実施されているものです。
・交通事業者が運行主体である場合の予約型コミバスは利用者を選べませんが、
自家用有償旅客運送である住民互助輸送は、利用者の範囲を指定して行う事業で
す。

2

住民互助輸送はNPOでないといけないの
か。

・実施主体となりうる団体 … 市町村、NPO法人、一般社団法人または一般財団法
人、地方自治法に規定する認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医
療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、営利を目的としない法人格を有し
ない社団

3

南大潟のような「路線のない地域」で
できるのは互助の輸送となるのか。ま
た、路線が必要となれば、市の援助は
あるのか。

支援の可能性を否定するものではありません。交通事業者の了承は必要となりま
す。

4

互助輸送を実施する際には何が必要
か。

・県が所掌する事項であり、個別の要件や適否を市が判断することはできませ
ん。
・参考として、これまでの導入事例では、概ね次のように実施されています。
「実施主体の発意 → 運行計画の作成 → 関係交通事業者との協議（要同意） →
地区公共交通懇話会での議論 → 上越市地域公共交通活性化協議会での協議（要
承認） → 新潟県に登録申請 → 登録」

5

互助輸送での運転免許種類と車種に伴
う講習はあるか。

・運転手の要件は「第二種運転免許を有していること」もしくは「第一種運転免
許を有し＋大臣認定講習の受講していること（県内では一部の自動車学校で実
施）」です。
・車両の区分は第一種運転免許と同じです。

6

「無償の輸送」とは具体的にどういう
形態か。また、許可はいるか。

・ボランティア輸送は、認可や登録を要しない運送方法で、ガソリン代などの実
費を受け取ることは問題ないとされています（なお、一律料金（1乗車***円な
ど）の設定は実費とは見なされません）。また、運転手人件費を徴することや、
輸送に対し行政の支援を受けることはできないと認識しています。
・なお、個々の取扱いの可否については県にご確認ください。

7

会員制で会費を払う形の輸送はどうな
るのか。

・運送サービスの利用と会費の額が連動していなければ、有償運送に該当しない
と考えられますが、市が判断できるものではないため、県にご確認ください。

8

スクールバスを利用して、コミュニ
ティバスの運行はできるか。

・市では、路線バスとスクールバスの運行が重複している場合などに、運行の効
率化を図るため、路線バスを廃止することと併せ、スクールバスに一般の方が混
乗する方式を導入し、市営バスとして運行してきました。
・スクールバスで実施している予約型コミバスは、こうした市営バスの運行を見
直し、予約型コミバスに変更したものです。
・一般混乗を行っていないスクールバスについては、コミュニティバスへの見直
しは行っていません。

9
部活動の地域展開に伴う児童生徒の交
通課題に何か支援策はあるか。

・現時点ではありません。

10

創造行政研究所の藤山所長が3月14日に
地域運営組織について講演をしたとき
に交通・運送事業の事例があった（た
すけ愛号など）。市の中で事例などが
共有されているか。

・当課では把握していないため、確認いたします。

11

福祉有償運送はどのような形態か。ま
た、高齢者などでバス停まで行けない
方はどうしたらいいのか。

・福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者
等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に、原則としてドア・ツー・
ドアの個別輸送サービスを行うため、営利と認められない範囲の対価によって、
乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して運送を行うものです。
・バス停までの距離に関わらず、移動そのものが困難である場合は、介護タク
シーや福祉有償運送の利用をご検討ください。

大潟区地域協議会と交通政策課との質疑応答 令和8年4月16日（木）

第1回大潟区地域協議会

資料№2



（単位：千円）

事業名
令和7年度
当初予算等

（A)

令和8年度
当初予算等

（B)

比　較
（B-A)

【地域振興】

①地域振興事業 3,350 3,350 0

②地域独自の予算 5,936 5,857 △ 79

③コミュニティプラザの適正な運営管理 21,942 86,038 64,096

④その他…施設の管理運営 5,832 7,658 1,826

小計 37,060 102,903 65,843

【防災・防犯】

①消防施設整備事業 10,070 10,498 428

②消防施設災害復旧費 0 0 0

小計 10,070 10,498 428

【財産管理】

①普通財産管理費 884 897 13

小計 884 897 13

【産業・経済】

①工業団地の維持管理 1,116 1,168 52

②観光振興対策、施設整備、施設管理 73,923 58,751 △ 15,172

③漁港整備事業 2,611 3,028 417

④その他 21,781 13,937 △ 7,844

小計 99,431 76,884 △ 22,547

【教育・文化】

5,940 429 △ 5,511

0 912 912 中学校市単独事業

8,969 14,182 5,213

24,780 9,354 △ 15,426

679 408 △ 271

206 183 △ 23

450 280 △ 170

0 0 0

10,995 8,003 △ 2,992

0 1,014 1,014

0 0 0

小計 52,019 34,765 △ 17,254

【都市基盤整備】

①公共下水道整備事業 28,603 17,446 △ 11,157

②大潟区道路整備事業 0 6,776 6,776

③大潟区河川管理費 23,122 0 △ 23,122 災害防止対策工事

④大潟管渠維持管理費 11,331 9,370 △ 1,961 下水道管渠施設修繕費他

⑤大潟浄化センター運転管理費 121,538 76,858 △ 44,680 浄化センター管理委託費他

⑥大潟区公園管理費 14,753 18,619 3,866 都市公園管理費他

⑦大潟区道路維持費 53,773 79,705 25,932 市道維持費他

⑧大潟区排水処理施設管理費 27,379 24,447 △ 2,932

小計 280,499 233,221 △ 47,278

大潟区ガス水道施設等維持管理費 210,562 139,295 △ 71,267

合計 690,525 598,463 △ 92,062

大潟夕日の森管理運営費、松くい虫対策事業

■令和8年度 大潟区に係る主要事業一覧表

令和8年度事業説明

「大潟かっぱ祭り」イベント補助

鵜の浜温泉色彩音楽花火事業他

施設管理委託費、大潟区総合事務所全館LED工事

観光協会等補助金、人魚館指定管理委
託料、人魚館修繕費他

斜路砂撤去、滑材取替修繕、営繕修繕他

福祉・保健施設管理運営費、駅トイレ
等の管理運営費他

消火栓新設・改良・撤去工事費（蜘ケ
池、潟町）

市有地草刈業務委託

案内看板（1基）借地料
犀潟・潟町間鉄道線路側溝利用者協議
会負担金

農集排水処理施設修繕費他

水道基幹管路耐震化工事費、消火栓入替工事費、
ガス経年管入替工事費他

③体育事業の実施、施設の安全性の確保

体育施設管理運営費

大潟体育センター高圧引込ケーブル更新工事

R8:大潟体育祭実施なし

工事請負費（接続桝新設工事・舗装本復旧）

側溝改良工事

小学校市単独事業

スクールバス等運行経費

②公民館事業の実施、施設の安全性の
　確保、偉人顕彰事業

地区公民館管理運営費

各種講座等の事業費

図書購入費他

卯の花音楽祭

野外活動施設の管理運営費

①学校教育体制の充実

令和8年4月16日（木）

第1回大潟区地域協議会
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